
（会社及び個人） (適用日：

基準利率 1.11 ～ 2.80 ％

特別利率Ａ 0.71 ～ 2.05 ％

特別利率Ｂ 0.46 ～ 1.95 ％

特別利率Ｃ 0.30 ～ 1.55 ％

特別利率Ｂ 0.46 ～ 2.15 ％

基準利率 1.11 ～ 2.45 ％

特別利率Ａ 0.71 ～ 2.05 ％

特別利率Ｂ 0.46 ～ 1.80 ％

特別利率Ｃ 0.30 ～ 1.35 ％

基準利率 1.11 ～ 2.60 ％

特別利率Ａ 0.71 ～ 2.20 ％

特別利率Ｂ 0.46 ～ 1.95 ％

特別利率Ｃ 0.30 ～ 1.70 ％

基準利率 1.11 ～ 2.60 ％

特別利率Ａ 0.71 ～ 2.20 ％

特別利率Ｂ 0.46 ～ 1.95 ％

特別利率Ｅ 0.30 ～ 1.40 ％

特別利率Ｃ 0.30 ～ 1.70 ％

特別利率Ａ 0.71 ～ 2.20 ％

特別利率Ｂ 0.46 ～ 1.95 ％

特別利率Ｃ 0.30 ～ 1.70 ％

特別利率Ｊ 0.30 ～ 1.75 ％

基準利率 1.11 ～ 2.60 ％

特別利率Ａ 0.71 ～ 2.05 ％

特別利率Ｂ 0.46 ～ 1.80 ％

特別利率Ｃ 0.30 ～ 1.55 ％

特別利率Ｊ（注５） 0.30 ～ 1.40 ％

基準利率 1.11 ～ 2.60 ％

特別利率Ａ 0.71 ～ 2.20 ％

特別利率Ｂ 0.46 ～ 1.95 ％

特別利率Ｃ 0.30 ～ 1.70 ％

基準利率 1.11 ～ 2.41 ％

特別利率Ａ 0.71 ～ 2.01 ％

特別利率A 0.71 ～ 2.01 ％

特別利率Ｂ 0.46 ～ 1.76 ％

基準利率 1.11 ～ 2.41 ％

特別利率Ａ 0.71 ～ 2.01 ％

特別利率Ｂ 0.46 ～ 1.76 ％

特別利率Ｃ 0.30 ～ 1.51 ％

基準利率 1.11 ～ 2.41 ％

特別利率Ａ 0.71 ～ 2.01 ％

特別利率Ｂ 0.46 ～ 1.76 ％

基準利率 1.11 ～ 2.06 ％

特別利率Ａ 0.71 ～ 1.66 ％

基準利率 1.11 ～ 2.06 ％

特別利率Ａ 0.71 ～ 1.85 ％

特別利率Ｆ 1.21 ％

基準利率（注７） 1.26 ～ 1.65 ％

基準利率 1.11 ～ 2.06 ％

特別利率R 0.91 ～ 1.86 ％

特別利率Ｎ 0.81 ～ 1.76 ％

特別利率U 0.61 ～ 1.56 ％

基準利率 1.11 ～ 2.06 ％

特別利率Ｎ 0.81 ～ 1.76 ％

基準利率 1.11 ～ 2.14 ％

基準利率 1.11 ～ 2.06 ％

特別利率Ｃ 0.30 ～ 1.16 ％
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融資の種類 利率（注１）

一

般

貸

付

設
備
資
金

　下記以外の設備資金

　省エネルギー設備

　衛生設備

　訪日外国人旅行者対応に必要な資金

特
例
貸
付

 福祉増進資金
 防災・環境対策資金
 地域活性化・雇用安定資金

　生活衛生新企業育成資金（注２、３）

　生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金

　一般公衆浴場施設・設備

　生活衛生企業再生貸付

　訪日外国人旅行者対応に必要な資金

　振興事業施設のうち上記以外のもの

特
例
貸
付

　福祉増進資金（注４）
　防災・環境対策資金
　地域活性化・雇用安定資金

　生活衛生新企業育成資金（注２、３、４）
　生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金（注４）

運
転
資
金

　振興計画に従って営業を営むのに必要な資金（注４）

　標準営業約款登録営業者にかかる資金（注４）

　キャッシュレス決済対応に必要な資金

　訪日外国人旅行者対応に必要な資金

振

興

事

業

貸

付

設
備
資
金

　振興事業施設のうち特定設備（注４）

　省エネルギー設備

　衛生設備（注４）

特
例
貸
付

　生活衛生新企業育成資金（注３、４）

　生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金（注４）

　防災・環境対策資金
　地域活性化・雇用安定資金

　生活衛生セーフティネット貸付

　平成28年熊本地震特別貸付
　〔セーフティネット関連〕

　生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付（注６）

  災害貸付

　東日本大震災復興特別貸付
　〔震災直接被害関連・震災間接被害関連〕（注８）

      1.26～1.65％　               （当初３年間最大－1.4％）

　東日本大震災復興特別貸付
　〔震災セーフティネット関連〕

　平成28年熊本地震特別貸付
　〔直接被害者・間接被害者〕（注８）

　　　　1.26～1.65％
 （直接被害者：当初３年間－0.9％）

 （間接被害者：当初３年間－0.5％）

　新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付（注10） 1.05％～4.80％　（貸付後３年間は1.05％）

　衛生環境激変特別貸付（注11）

　平成30年７月豪雨特別貸付、令和元年台風第19号等特別貸付、
　令和２年７月豪雨特別貸付〔直接被害者・間接被害者〕（注８）

　　　　　　1.26％～1.65％  　　　　（直接被害者：当初３年間－0.9％）

　平成30年７月豪雨特別貸付、令和元年台風第19号等特別貸付、
　令和２年７月豪雨特別貸付〔セーフティネット関連〕

　新型コロナウイルス感染症特別貸付（注９） 1.26～1.45％　　（当初３年間－0.9％）

※　使途、返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。

（注１） 貸付利率は金融情勢によって変動しますので、適用利率（固定）は、記載されている利率とは異なる場合があります。

（注２）他に、東日本大震災及び平成28年熊本地震にかかる拡充措置（被災者創業・被災地創業）がございます。

（注３）他に、創業後目標達成型金利がございます。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

（注４）生活衛生同業組合等から、一定の会計書類を準備していることの確認及び事業計画の確認を受けた方が振興事業を行うための設備資金及び運転資金については、

　　　　通常適用される利率より0.15％（生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金については、適用される利率より0.30％）低い利率でご利用いただ

　　　　けます（一部、ご利用いただけない場合がございます。）。

（注５）防災・環境対策資金のうち、事業継続計画（ＢＣＰ）に基づき、耐震診断義務付け対象建築物の耐震改修を行う方に適用されます。

（注６）他に、東日本大震災、平成28年熊本地震、平成30年７月豪雨、令和元年台風第19号等、新型コロナウイルス感染症及び令和２年７月豪雨に伴う拡充措置がございます。

（注７）適用する貸付制度に定める貸付利率が、基準利率以外の場合は、当該貸付利率が適用されます。特災貸付に該当する場合は、貸付後３年間、基準利率より0.9％低い

　　　　利率でご利用いただけます。なお、貸付利率の下限は、0.05％になります。

（注８）適用する貸付制度に定める貸付条件が、東日本大震災復興特別貸付、平成28年熊本地震特別貸付、平成30年７月豪雨特別貸付、令和元年台風第19号等特別貸付

　　　　及び令和２年７月豪雨特別貸付に掲げる条件より有利である場合は、当該貸付条件が適用されます。なお、貸付利率の下限は、0.05％になります。

（注９）新型コロナウイルス感染症にかかる特別貸付を令和２年３月17日から実施しております。

（注10）貸付後１年ごとに、直近決算の業績に応じて、２区分の利率が適用されます（貸付後３年間の利率は1.05％となります。）。

（注11）新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付を令和２年２月21日から実施しております（令和３年３月31日まで実施予定）。

     ＊１　次のいずれかに該当する方が働き方改革実現計画を実施するために必要な資金には、特別利率Ａが適用されます。

　　　  ①非正規雇用の処遇改善に取り組む方

　　　　②事業場内最低賃金の引上げに取り組む方

　　　  ③従業員の長時間労働の是正に取り組む方

　　　  ④次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方（届出が義務付けられている方を除きます。）

　　　  ⑤女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第８条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方（届出が義務付けられ

　　　　　 ている方を除きます。）

   　 　⑥地方公共団体が推進する施策に基づき女性従業員の活用促進に取り組む方

        ⑦外国人労働者の雇用管理の改善に取り組む方

      　⑧障害者の雇用又は障害者に対する合理的な配慮の提供に取り組む方

    ＊２　次のいずれかに該当する方が働き方改革実現計画を実施するために必要な資金には、特別利率Ｂが適用されます。

　　　  ①非正規雇用の処遇改善に取り組む方であって、非正規雇用労働者の平均基本給を３％以上増額しようとする方

　　　  ②従業員の長時間労働の是正に取り組む方であって、勤務間インターバル制度を新たに導入しようとする方

　　　  ③次世代育成支援対策推進法第13条に基づく「子育てサポート企業」（くるみんマーク）の認定を受けた方

　　　  ④女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第９条に基づく認定を受けた方

　　　  ⑤青少年の雇用の促進等に関する法律第15条に基づく「ユースエール認定企業」の認定を受けた方

　　　　⑥障害者の雇用又は障害者に対する合理的な配慮の提供に取り組む方であって、障害者の雇用の促進等に関する法律第77条に基づく認定を受けた方


